
質問① 

清掃員の入館時間に定めはありますか、及び現状何時から作業を開始していますか。 

回答 

明確に定めてはいませんが、他館との並びから AM5：00 以降としていただければと思

います。また、新規オープンの施設となりますので、現状の作業はございませんが、他

館では AM5：00以降となっています。 

質問② 

仕様書３－（7）ー開館時間の括弧書きに記載されている休館日には「月曜日」の記載

がありませんが、６―（1）―ア実施日で規定する休館日には「月曜日」が記載されて

いますが、「月曜日」は休館日（清掃作業を要しない日）との解釈でよろしいですか。 

回答 

月曜日は、児童会館等を開館しておりますが、清掃作業は要しない日となります。 

質問③ 

臨時清掃とは、具体的にどのような作業が想定されますか、また、おおむね 30分の作

業が毎日発生するのですか。 

回答 

日常清掃作業内容以外に、臨時的な清掃が必要となった場合の作業（外の掲示板が汚

れた際の清掃等）や、簡単な構内整理等の雑役となります。現実的には毎日発生する

とは限りませんが、発生した際に 30 分以上でもご対応いただけるよう、毎日 30 分程

度を見込んでおります。（例：その日に臨時清掃なし、翌日臨時清掃あり⇒翌日に 30分

×２（1時間）の清掃をしていただけるようなイメージ） 

質問④ 

仕様書６―⑴―イ 作業時間 

「集会室の日常清掃は午前８時までに行う」とありますが、「集会室」とは別紙１の「②

地域会議室」のことですか 

回答 

別紙１の「①児童会館+共有部分」内にあります、会議室（備考：クラブ室、集会室、

遊戯室）としている部分で、別途交付する図面には記載がありますが、41.71㎡の部屋

のことを指しております。 

質問⑤ 

定期清掃の仕様について、床面洗浄後、ワックス塗布が必要な場所はありますか 

定期清掃（別紙２）のうち、弾性床となっている部分については、全てワックスがけが

必要となります。 

 


